
★ お知らせ 

 

○ 権利異動等の届出について 

相続や売買などにより、所有権を移転された方は、所定の「所有権移転届出書」と

「全部事項証明書」を、ご提出頂きますようお願いいたします。 

 

○ 転居等によりご住所を変更された方へ 

転居等によりご住所を変更された方は、「住所等変更届出書」と新しい住所を記載し

たもの（住民票の写しなど）を、ご提出いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（組合事務所）   

〒470-0122 日進市蟹甲町池下 213-1 

      あいち尾東農業協同組合 中部資産管理センター内 

                   担当：天野・鈴木  

       TEL0561-75-0720  FAX 0561-74-1662 

 *都合により担当が不在になることがありますので、ご来所の際には、 

事前にお電話いただきますようお願いいたします。 

 

日進折戸鎌ケ寿土地区画整理組合       

 

 

 

理 事 長  村 瀬 正 光 

 

 

向暑の候、組合員の皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、日進折戸鎌ケ寿土地区画整理事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げ 

ます。 

さて、本組合は、保留地の処分、地区内の境界杭の設置も完了し、皆様の仮換地の使用

収益を令和７年６月３０日から開始することとなりました。また、令和７年度において

は、換地処分に向けての手続きを進めてまいります。 

今後も、土地区画整理事業が早期に完了できるよう努めてまいりますので、組合員の 

皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

 

 

★ 仮換地の使用収益開始について 

令和７年６月３０日より、皆様の仮換地の使用収益を開始いたします。使用収益開

始以降、仮換地上に建築を行ったり、作付けなど、仮換地の使用ができるように  

なります。なお、使用収益の開始に伴い、組合員の皆様へのお願いや、今後の事業

予定を、内面に記載しますので、ご協力を賜りますようお願いいたします。 
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ご あ い さ つ 



★ 仮換地の使用収益開始に伴うお願い 

 

○ 仮換地の管理について 

使用収益開始以降、仮換地の管理は、組合員の皆様で行っていただきますようお願

いいたします。また、隣地との境界を示す杭やプレートなどを破損や移動することの

ないよう保全していただきますようお願いいたします。 

 

○ 道路などの公共施設について 

施行地区内の道路などの公共施設は、手続きが完了次第、日進市への管理の引継ぎ

を行います。 なお、地区内の道路上へのお車の駐車などはご遠慮いただきますよう

お願いいたします。 

 

○ 土地区画整理法第 76 条申請について 

換地処分の公告の日まで、土地区画整理事業地内において以下の建築行為等を行う

場合には、日進市長の許可を得る必要があります。 

１．建築物その他の工作物の新築、改築、又は増築を行う場合  

２．重量が５トンを超える物件の設置又は堆積  

３．土地の形質の変更 

建築行為等を行う場合の申請など手続きの詳細について、必ず組合事務所まで  

お問合せいただきますようお願いいたします。 

 

○ 水道、下水、ガスの取出しについて 

組合員の皆様の仮換地には、工事施工の際のアンケート結果により各施設の取出管

を設置しています。現地に、杭や、鋲などで位置を表示しています。使用については、

各事業者へ手続きの上、ご使用いただきますようお願いいたします。また、新設や、

既設管の移設などは、組合員の皆様から各指定業者へご依頼いただき、手続きの上、

施工いただきますようお願いいたします。この際の費用は、すべて組合員の皆様の 

ご負担となりますので、ご承知おきください。 

水道・・青の杭 

下水道・・赤色の鋲（側溝上） 

ガス・・緑の杭 

 

 

年・月

項　目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R8.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R9.1 2 3

令 和 ７ 年 度

使 用 収 益 開 始 ◎

保 留 地 処 分 ◎

事 業 計 画 変 更 ○ ◎

換 地 計 画 ○ ◎

区 画 整 理 登 記
保留地所有権移転登記

公 共 施 設 管 理 引 継

解 散 認 可 申 請

総 会 ○ ○ ○

令 和 ８ 年 度

◎

○

◎ ◎

○

引渡

認可

総会

縦覧(個人説明）
本申請

認可総会事前協議

事前協議 本申請 縦覧

本申請 現場確認 施設引継

換地処分通知

換地処分公告

区画整理登記

保留地所有権移転登記

解散認可 清算事務

［解散公告2か月、清算総会・決算報告書］

結了

★ 今後の事業の工程について 

令和８年５月に愛知県により換地処分の公告をしていただけるように、事業計画

の変更認可、換地計画認可の手続きを進めてまいります。今後の予定については、

次のとおり予定しております。なお、諸般の事情により変更となる場合がございま

すので、ご承知おき下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［換地処分までのお願い］ 

☆換地計画認可申請書作成に向けて、組合員の方々へ確認すべき事項がある場合は、 

個別にご案内いたしますので、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

☆換地計画の縦覧期間に、組合員の皆様に、換地計画の内容（面積、地目、新しい地番、

清算金など）を説明いたしますので、ご案内が届きましたら、ご出席賜りますようお願

いいたします。（令和８年１月ごろを予定） 

 

☆換地処分に向けて、事業計画変更認可、換地計画の事前協議、総会、縦覧・個別説明、

換地計画認可申請、換地処分通知、換地処分公告など、今後いろいろな手続きを経て  

換地処分を行うこととなります。これらの換地処分までの手続きを円滑に、予定通り 

進めるため、換地処分の公告（令和８年５月頃）までの間は、組合員の皆様の権利に  

関する登記申請や仮換地の変更をお控えいただきますようお願いいたします。 

なお、やむを得ず、所有権移転、抵当権などの権利設定や変更、仮換地の変更（分

合筆）などをされる場合は、必ず事前に組合までご相談いただきますようお願い   

いたします。 


